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(57)【要約】
【課題】宿泊施設において個々の宿泊客にとって快適な
設定値に設定された室内環境を提供することができる。
【解決手段】宿泊客の識別情報を含む宿泊予約情報を受
信する受信部と、受信部により宿泊予約情報を受信した
場合に、家電メーカーサーバから宿泊客の識別情報に対
応する家電ユーザの操作ログを取得する取得部と、取得
部により取得された操作ログが示す家電の設定値を、設
定値の入力時における時刻または気象情報の少なくとも
いずれか１つの条件を用いて条件ごとに最適化させた最
適値を算出する算出部と、算出部により算出された最適
値を個室内の環境を制御する家電端末に設定する設定部
と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家電端末から操作ログを受信する家電メーカーサーバと、宿泊施設の個室内の環境を管
理する室内管理装置とがネットワークを介して接続された室内管理システムであって、
　前記室内管理装置は、
　宿泊客の識別情報を含む宿泊予約情報を受信する受信部と、
　前記受信部により宿泊予約情報を受信した場合に、前記家電メーカーサーバから前記宿
泊客の識別情報に対応する家電ユーザの操作ログを取得する取得部と、
　前記取得部により取得された操作ログが示す家電の設定値を、前記設定値の入力時にお
ける時刻または気象情報の少なくともいずれか１つの条件を用いて条件ごとに最適化させ
た最適値を算出する算出部と、
　前記算出部により算出された最適値を前記個室内の環境を制御する家電端末に設定する
設定部と、
を備えたことを特徴とする室内管理システム。
【請求項２】
　前記算出部は、前記宿泊客による前記宿泊施設の利用用途に応じて前記設定値を最適化
させること、
を特徴とする請求項１に記載の室内管理システム。
【請求項３】
　前記取得部は、家電ユーザの自宅において前記家電端末が設置された部屋の用途名に対
応付けられた設定値を含む操作ログを取得し、
　前記算出部は、前記部屋の用途名に対応付けられた設定値の最適値を、当該部屋の用途
名に対応する宿泊施設の個室内のあらかじめ区切られたスペースごとに算出し、
　前記設定部は、前記算出部により算出された最適値を前記スペースごとに設定すること
、
を特徴とする請求項１または２に記載の室内管理システム。
【請求項４】
　前記設定部は、前記宿泊客による前記宿泊施設の利用用途に応じて、前記算出部により
算出された最適値を設定せず、あらかじめ定められた設定値を前記個室内の環境を制御す
る家電端末に設定すること、
を特徴とする請求項１に記載の室内管理システム。
【請求項５】
　前記室内管理装置は、
　前記家電メーカーサーバからの要求に応じて、前記宿泊施設の個室内の環境を制御する
家電端末から操作ログを取得して、前記家電メーカーサーバに送信する送信部、
をさらに備えることを特徴とする請求項４に記載の室内管理システム。
【請求項６】
　前記室内管理装置は、
　前記宿泊客のチェックイン予定時刻の所定時間前に、前記設定部により設定された最適
値において前記個室内の環境を制御する家電端末を作動させる制御部、
をさらに備えることを特徴とする請求項１～５のいずれか１つに記載の室内管理システム
。
【請求項７】
　家電端末から操作ログを受信する家電メーカーサーバとネットワークを介して接続され
た宿泊施設の個室内の環境を管理する室内管理装置であって、
　宿泊客の識別情報を含む宿泊予約情報を受信する受信部と、
　前記受信部により宿泊予約情報を受信した場合に、前記家電メーカーサーバから前記宿
泊客の識別情報に対応する家電ユーザの操作ログを取得する取得部と、
　前記取得部により取得された操作ログが示す家電の設定値を、前記設定値の入力時にお
ける時刻または気象情報の少なくともいずれか１つの条件を用いて条件ごとに最適化させ
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た最適値を算出する算出部と、
　前記算出部により算出された最適値を前記個室内の環境を制御する家電端末に設定する
設定部と、
を備えることを特徴とする室内管理装置。
【請求項８】
　家電端末から操作ログを受信する家電メーカーサーバとネットワークを介して接続され
た宿泊施設の個室内の環境を管理する室内管理装置における室内管理方法であって、
　宿泊客の識別情報を含む宿泊予約情報を受信する受信ステップと、
　前記受信ステップにより宿泊予約情報を受信した場合に、前記家電メーカーサーバから
前記宿泊客の識別情報に対応する家電ユーザの操作ログを取得する取得ステップと、
　前記取得ステップにより取得された操作ログが示す家電の設定値を、前記設定値の入力
時における時刻または気象情報の少なくともいずれか１つの条件を用いて条件ごとに最適
化させた最適値を算出する算出ステップと、
　前記算出ステップにより算出された最適値を前記個室内の環境を制御する家電端末に設
定する設定ステップと、
を含むことを特徴とする室内管理方法。
【請求項９】
　家電端末から操作ログを受信する家電メーカーサーバとネットワークを介して接続され
た宿泊施設の個室内の環境を管理する室内管理装置に、
　宿泊客の識別情報を含む宿泊予約情報を受信する受信機能と、
　前記受信機能により宿泊予約情報を受信した場合に、前記家電メーカーサーバから前記
宿泊客の識別情報に対応する家電ユーザの操作ログを取得する取得機能と、
　前記取得機能により取得された操作ログが示す家電の設定値を、前記設定値の入力時に
おける時刻または気象情報の少なくともいずれか１つの条件を用いて条件ごとに最適化さ
せた最適値を算出する算出機能と、
　前記算出機能により算出された最適値を前記個室内の環境を制御する家電端末に設定す
る設定機能と、
を実現させることを特徴とする室内管理プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、室内管理システム、室内管理装置、室内管理方法および室内管理プログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、宿泊施設において個々の顧客にとってより快適な滞在環境を提供すべく、空調や
照明などの設備に対する様々な制御システムが提案されている。
【０００３】
　例えば、風量と温度を顧客が容易に設定し、部屋全体を空気調和可能とする空気調和シ
ステムが提案されている（特許文献１参照）。また、顧客の宿泊履歴から、過去の宿泊時
における空調などの家電の設定データを保存しておき、当該顧客の再訪の際にチェックイ
ン前に過去の設定データを反映するという方法も採用されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－８５５１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の方法では、顧客が希望の風量や温度を設定するには宿泊先
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に到着してから顧客が手動で行うこととなるため、到着時の環境は顧客にとって必ずしも
最適であるとはいえず、顧客に空調設備の設定作業が発生してしまう。また、空調以外の
設備については個々の顧客にとって快適な環境を提供することはできない。また、宿泊履
歴を用いた既存の方法においては、過去に宿泊した履歴のある顧客であることを対象とし
ているため、新規顧客である場合には当該方法を採用することができない。
【０００６】
　そこで、本発明は、宿泊施設において個々の宿泊客にとって快適な設定値に設定された
室内環境を提供可能な室内管理システム、室内管理装置、室内管理方法および室内管理プ
ログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明に係る室内管理システムは、家電端末から操作ログを
受信する家電メーカーサーバと、宿泊施設の個室内の環境を管理する室内管理装置とがネ
ットワークを介して接続された室内管理システムであって、宿泊客の識別情報を含む宿泊
予約情報を受信する受信部と、受信部により宿泊予約情報を受信した場合に、家電メーカ
ーサーバから宿泊客の識別情報に対応する家電ユーザの操作ログを取得する取得部と、取
得部により取得された操作ログが示す家電の設定値を、設定値の入力時における時刻また
は気象情報の少なくともいずれか１つの条件を用いて条件ごとに最適化させた最適値を算
出する算出部と、算出部により算出された最適値を個室内の環境を制御する家電端末に設
定する設定部と、を備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、宿泊施設において個々の宿泊客にとって快適な設定値に設定された室
内環境を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態に係る室内管理システムの構成を示すシステム図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る室内管理装置の機能構成例を示すブロック図である。
【図３】本実施形態における宿泊予約情報の一例を示す図である。
【図４】本実施形態における操作ログのテーブルの一例を示す図である。
【図５】本実施形態における操作ログの他の例を示す図である。
【図６】本実施形態における家電メーカーサーバの機能構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図７】本実施形態における自宅内家電端末の機能構成の一例を示すブロック図である。
【図８】本実施形態における自宅内家電端末と家電メーカーサーバによる自宅内家電端末
の操作ログの保存処理の流れを示すシーケンス図である。
【図９】本実施形態における室内管理装置と、家電メーカーサーバと、ホテル内家電端末
とによるホテル内家電端末の最適値による起動処理の流れを示すシーケンス図である。
【図１０】本実施形態におけるホテル内家電端末と家電メーカーサーバによるホテル内家
電端末の操作ログの保存処理の流れを示すシーケンス図である。
【図１１】自宅内家電端末と、家電メーカーサーバによるホテル内設定データを用いた自
宅内家電端末の起動処理の流れを示すシーケンス図である。
【図１２】発明の実施の形態に係る室内管理装置を実現可能なコンピュータの一例を示す
ハードウェア構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、本発明の実施の形態に係る室内管理システムの構成を示すシステム図である。
図１に示すように、室内管理システム１は、室内管理装置１００、ホテルの部屋における
家電端末（エアコン）２００ａ、家電端末（加湿器）２００ｂ、家電端末（電球）２００
ｃ（以下、特に明示する場合を除き、ホテル内家電端末２００と総称する。）、家電メー
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カーＡの家電メーカーサーバ３００ａ、家電メーカーＢの家電メーカーサーバ３００ｂ（
以下、特に明示する場合を除き、家電メーカーサーバ３００と総称する。）、自宅内にお
ける家電端末（エアコン）４００ａ、家電端末（加湿器）４００ｂ、家電端末（電球）４
００ｃ（以下、特に明示する場合を除き、自宅内家電端末４００と総称する。）を含む。
なお、図１において、ホテル内家電端末２００は、ホテル内に設置される家電端末とする
が、ホテルに限定されず、旅館、民泊に使用されるマンションの一室など宿泊施設であれ
ばいずれであってもよい。
【００１１】
　室内管理装置１００は、ホテルの客室内に設置された、または、客室内の室内環境を制
御するホテル内家電端末２００を制御する。ここで、室内環境とは、温度、湿度、照明器
具の照度など室内空間において家電端末により制御可能な環境のことをいう。また、本実
施形態における室内管理装置１００は、ホテル内家電端末２００の管理とともに、ホテル
の宿泊予約についても管理する構成とするが、これに限定されず、ホテルの宿泊予約につ
いては他の装置が実行する構成としてもよい。
【００１２】
　ホテル内家電端末２００は、ホテルの客室内に設置された家電端末、または、客室内の
室内環境を制御する家電端末である。本実施形態においては、ホテル内家電端末２００の
一例として、家電端末（エアコン）２００ａ、家電端末（加湿器）２００ｂ、家電端末（
電球）２００ｃを図示するが、これに限定されず、室内環境を調整可能な家電であればよ
く、これらの他、アロマなどの芳香を調整するディフューザー、空気清浄器、風量調整器
なども含まれる。
【００１３】
　自宅内家電端末４００は、自宅内に設置された家電端末、または自宅内の室内環境を制
御する家電端末であり、家電メーカーサーバ３００との通信機能により、家電端末に設定
された設定値を設定データとして家電メーカーサーバ３００に送信する機能を有する。自
宅内家電端末４００もホテル内家電端末２００と同様に、自宅内家電端末４００の一例と
して、家電端末（エアコン）４００ａ、家電端末（加湿器）４００ｂ、家電端末（電球）
４００ｃを図示するが、これに限定されず、室内環境を調整可能な家電であればよく、こ
れらの他、アロマなどの芳香を調整するディフューザー、空気清浄器、風量調整器なども
含まれる。
【００１４】
　家電メーカーサーバ３００は、自宅内家電端末４００を管理するサーバであり、自宅内
家電端末４００から送信された設定データを操作ログとして保存したり、受信した設定デ
ータから学習機能によりその日の気象条件などに適した設定データを送信したりする。ま
た、家電メーカーサーバ３００は、図１に図示したように、家電メーカーＡの家電メーカ
ーサーバ３００ａ、家電メーカーＢの家電メーカーサーバ３００ｂと、家電メーカーごと
に各社が製造または販売する家電端末をそれぞれ異なるサーバにおいて管理する。
【００１５】
　ネットワーク１０は、ＩＰネットワークであれば無線でも有線であってもよく、例えば
、無線による通信であれば、自宅内家電端末４００は、無線ＬＡＮアクセスポイント（図
示せず）にアクセスし、ＬＡＮやＷＡＮを介して家電メーカーサーバ３００と通信しても
よい。また、ネットワーク１０は、これらの例に限られず、例えば、公衆交換電話網やブ
ルートゥース（Bluetooth（登録商標））、光回線、ＡＤＳＬ回線、衛星通信網などであ
ってもよい。
【００１６】
　図２は、本発明の一実施態様における室内管理装置１００の機能構成例を示すブロック
図である。図２に示すように、室内管理装置１００は、制御部１１０と、通信制御部１２
０と、入出力部１３０と、記憶部１４０とを備える。
【００１７】
　記憶部１４０は、予約情報データベース１４１と、端末情報データベース１４２とを記
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憶する。室内管理装置１００が動作する上で必要とする各種プログラム、データを記憶す
る機能を有する記憶媒体である。記憶部１４０は、例えば、ＨＤＤ、ＳＳＤ、フラッシュ
メモリなどにより実現することができる。
【００１８】
　予約情報データベース１４１は、宿泊予約情報を格納する。ここで、宿泊予約情報とは
、宿泊客情報と、宿泊情報と、家電端末情報とを含む情報であり、宿泊客による予約受付
の際に室内管理装置１００により取得される情報である。また、宿泊客情報とは、宿泊客
の氏名や住所などを含む宿泊客を特定する宿泊客の個人情報である。宿泊予約情報とは、
ホテル宿泊日、宿泊日数などを含む宿泊予約に関する情報である。また、家電端末情報と
は、宿泊客の自宅内家電端末４００に関する情報である。
【００１９】
　図３は、本実施形態における宿泊予約情報の一例を示す図である。図３に示すように、
宿泊予約情報は、宿泊客情報と、宿泊情報と、家電端末情報とが含まれる。ここで、予約
情報には、氏名「佐藤〇〇」、住所「東京都武蔵野市〇〇」、電話番号「０３－××」、
メールアドレス「ｓａｔｏ＠ｋａｄｅｎ．××」が含まれる。また、宿泊情報には、宿泊
日「２０１８／６／２６」、宿泊日数「２」、チェックイン予定時刻「１５：００」、宿
泊人数「２」が対応付けて記憶されている。
【００２０】
　また、家電端末情報には、家電メーカー名「家電メーカーＡ」、家電ユーザＩＤ「ＡＡ
Ａ」、認証コード「１２３４」が含まれる。ここで、認証コードとは、室内管理装置１０
０による家電メーカーサーバ３００からの操作ログの取得権限を有することを認証するた
めのコードであり、宿泊客によりあらかじめ設定されたコードである。なお、認証コード
は、室内管理装置１００が家電メーカーサーバ３００に宿泊客の自宅内家電端末４００の
操作ログの送信要求に含まれる。なお、図３では、家電メーカー名として「家電メーカー
Ａ」だけが図示されているが、自宅内家電端末４００が複数あり、それぞれ家電メーカー
が異なる場合には、各家電の種類を示す家電名に家電メーカー名が対応付けられることと
なる。また、図３においては図示されていないが、家電メーカーサーバ３００において、
自宅内家電端末４００と、自宅内の部屋の用途名とが対応付けて登録されている場合には
、家電端末情報に、自宅内家電端末４００の識別情報と、家電メーカーサーバ名とが対応
付けられた情報についても含まれることとなる。なお、部屋の用途名とは、リビングルー
ム、ダイニングルーム、寝室、子供部屋などの部屋の用途を特定する名称のことである。
【００２１】
　端末情報データベース１４２は、端末情報、操作ログ、標準設定データなどを格納する
。ここで、端末情報とは、ホテルの客室内に設置されたホテル内家電端末２００または、
客室の室内環境を制御することが割り当てられたホテル内家電端末２００に関する情報で
あり、ホテルの部屋番号に、ホテル内家電端末２００とが対応付けられた情報である。ま
た、室内環境を制御するスペース区分として、客室があらかじめ複数のスペースに分けら
れているような場合には、さらに、各スペースにホテル内家電端末２００が対応付けられ
ることとなる。例えば、ホテルの客室が、寝室、リビング、洗面所のそれぞれが別部屋で
構成されている場合が想定される。また、室内がワンルームであっても、ドア付近を玄関
スペース、ベッドの設置エリアを寝室スペース、ソファの設置エリアをダイニングスペー
スなどと区切ることが可能である。さらに、民泊のように、マンションの一室であるよう
な場合には、客室が自宅内のように複数の部屋で構成されるケースもある。
【００２２】
　また、操作ログとは、家電メーカーサーバ３００から取得された宿泊客の自宅内家電端
末４００の設定データの履歴を示す情報である。図４は、本実施形態における操作ログの
テーブルの一例を示す図である。図４（ａ）は、エアコンの操作ログの一例を示し、図４
（ｂ）は、照明の操作ログの一例を示す。図４（ａ）に示すように、エアコンの操作ログ
は、設定データである温度「２４度」と、設定日時「２０１８／５／１５」、ユーザＩＤ
「ＡＡＡ」、気象情報である湿度「３０％」、天気「晴れ」、外気温「２８度」などを含
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む。また、図４（ｂ）に示すように、照明の操作ログは、設定データである照度「３００
ルクス」、日時「２０１８／５／１５」、ユーザＩＤ「ＡＡＡ」、気象情報である湿度「
３０％」、天気「晴れ」、外気温「２８度」などを含む。
【００２３】
　図５は、本実施形態における操作ログの他の例を示す図である。図５（ａ）は、エアコ
ンの操作ログのテーブルの一例を示し、図５（ｂ）は、照明の操作ログの一例を示す。図
５においては、図４に示した操作ログに加えて各自宅内家電端末４００が設置された部屋
名、または自宅内家電端末４００が室内環境を制御する対象となる部屋名が含まれる。例
えば、図５（ａ）の上段のレコードには部屋名「リビング」が、図５（ｂ）の上段のレコ
ードには部屋名「ダイニング」が含まれる。
【００２４】
　また、標準設定データとは、あらかじめデフォルト値として登録されたホテル内家電端
末２００への標準の設定値の情報である。例えば、宿泊客が自宅内家電端末４００を自宅
に有していない場合や、ホテル側が標準として提供する室内環境の提供を希望する場合に
は、自宅内家電端末４００に基づいて最適化された設定データではなく、標準設定データ
を用いてホテル内家電端末２００が制御されることとなる。
【００２５】
　制御部１１０は、受付部１１１と、取得部１１２と、算出部１１３と、端末制御部１１
４と、入出力制御部１１７と、送受信部１１８とを備える。送受信部１１８は、本発明に
おける受信部および送信部に相当する。
【００２６】
　受付部１１１は、送受信部１１８を介して宿泊客の端末（図示せず）から宿泊予約情報
を受け付けたり、ホテルの従業員が電話応対により予約を受け付けた場合に、入出力部１
３０を介して、宿泊予約情報の入力を受け付けたりする。
【００２７】
　取得部１１２は、送受信部１１８を介して、家電メーカーサーバ３００から宿泊客の操
作ログを取得する。具体的には、取得部１１２は、送受信部１１８により宿泊予約情報を
受信した場合に、家電メーカーサーバ３００から宿泊客の自宅内家電端末４００のユーザ
ＩＤに対応する家電ユーザの操作ログを取得する。
【００２８】
　算出部１１３は、取得部１１２により家電メーカーサーバ３００から取得された操作ロ
グが示す家電の設定値を、設定値の入力時における時刻または気象情報の少なくともいず
れか１つの条件を用いて条件ごとに最適化させた最適値を算出する。例えば、算出部１１
３は、宿泊予約情報に含まれる宿泊情報が示す宿泊日に対応する操作ログの過去数年の日
付に相当する設定値を設定データから抽出し、複数の設定値の平均値を最適値として算出
してもよい。また、算出部１１３は、宿泊客のチェックイン予定時刻が、夕方以降である
ような場合には、操作ログに含まれる照明の設定データのうち、当該チェックイン予定時
刻に対応する時刻における設定値を複数抽出し、抽出した設定値の平均値を最適値として
算出してもよい。
【００２９】
　また、算出部１１３は、送受信部１１８を介して宿泊情報が示す宿泊日の天気予報情報
を外部より取得し、取得した天気予報情報が示す温度、湿度、天気を含む気象情報に基づ
いて最適値を算出してもよい。この場合、算出部１１３は、気象情報として、温度だけを
最適化の条件として用いてもよいし、温度、湿度、天気全てを最適化の条件として用いて
もよい。
【００３０】
　また、算出部１１３は、部屋の用途名に対応付けられた設定値の最適値を、当該部屋の
用途名に対応する宿泊施設の個室内のあらかじめ区切られたスペースごとに算出してもよ
い。例えば、１つの客室が複数の部屋を有する場合や、１つの部屋が複数のスペースそれ
ぞれにホテル内家電端末２００が割り当てられている場合や、民泊のように複数の部屋を



(8) JP 2020-9029 A 2020.1.16

10

20

30

40

50

含むマンションの一室などであるような場合などが想定される。この場合、算出部１１３
は、各部屋の用途名に応じて各部屋またはスペースごとに最適値を算出し、算出した最適
値を部屋の用途名に対応付けて記憶部１４０に記憶する。具体的には、図５に示した操作
ログのテーブルのうち、部屋名ごとのレコードを取得し、部屋名ごとにチェックイン予定
時刻または気象情報のいずれか１つの条件を用いて最適値を算出する。
【００３１】
　さらに、算出部１１３は、宿泊客による宿泊施設の利用用途に応じて設定値を最適化さ
せてもよい。例えば、宿泊予約情報は、利用用途に関する情報を含み、利用用途に関する
情報としてビジネス出張、レジャー、記念日などの利用用途名で識別される。算出部１１
３は、宿泊予約情報に利用用途名「ビジネス出張」が含まれる場合には、家電メーカーサ
ーバ３００から取得した操作ログに基づく最適値を算出せず、利用用途名「レジャー、記
念日」などが含まれる場合には、最適値を算出することとなる。
【００３２】
　端末制御部１１４は、設定部１１５と、実行部１１６とを含み、ホテル内家電端末２０
０を制御する。なお、設定部１１５は、本発明における設定部に相当する。設定部１１５
は、算出部１１３により算出された最適値、または標準設定値を、ホテル内家電端末２０
０の設定値として設定する。また、設定部１１５は、宿泊予約情報が示すチェックイン予
定時刻の所定時間（例えば、３０分など）前を起動時刻として設定する。実行部１１６は
、設定部１１５により設定された設定値でホテル内家電端末２００を起動する。
【００３３】
　入出力制御部１１７は、入出力部１３０への制御を行う。具体的には、入出力制御部１
１７は、入出力部１３０から情報入力された場合、または入出力部１３０に情報出力する
際に、入出力部１３０と制御部１１０との間で入出力可能なデータに変換し入出力する。
【００３４】
　送受信部１１８は、通信制御部１２０を介して家電メーカーサーバ３００などの外部装
置と各種データを送受信する。例えば、送受信部１１８は、家電メーカーサーバ３００に
対して宿泊客の操作ログの送信要求を送信したり、家電メーカーサーバ３００から宿泊客
の操作ログを受信したりする。ここで、操作ログの送信要求とは、家電メーカーサーバ３
００に家電ユーザの操作ログを送信する要求であり、家電ユーザＩＤと、認証コードとが
含まれる。
【００３５】
　通信制御部１２０は、通信回線や電話回線等に接続されるアンテナやルータ等の通信装
置（図示せず）に接続されるインターフェースである。すなわち、通信制御部１２０は、
家電メーカーサーバ３００等のような外部装置とネットワーク１０を介してデータを通信
する機能を有している。
【００３６】
　入出力部１３０は、情報の入出力を行うための入力部（図示せず）や表示部（図示せず
）などである。例えば、入力部、表示部ともに、液晶画面などから構成されるディスプレ
イ、モニタ、または、タッチパネル等の情報を出力する画面等である。
【００３７】
　次に、家電メーカーサーバ３００の機能構成について説明する。図６は、本実施形態に
おける家電メーカーサーバ３００の機能構成の一例を示すブロック図である。図６に示す
ように、家電メーカーサーバ３００は、制御部３１０と、通信制御部３２０と、記憶部３
３０とを備える。
【００３８】
　記憶部３３０は、自宅内家電端末４００の操作ログなどを記憶する。ここで、操作ログ
とは、家電ユーザの識別情報に、家電端末の識別情報と操作履歴とが対応付けた情報であ
る。例えば、家電ユーザの識別情報には、家電ユーザの氏名と家電ユーザＩＤとが対応付
けられている。また、操作履歴とは、家電ユーザにより自宅内家電端末４００に設定され
た設定データの履歴である。また、操作ログには、家電ユーザにより、室内管理装置１０
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０などの外部装置からの操作ログへのアクセスまたは操作ログの送信要求を許可するため
にあらかじめ設定された認証コードも併せて対応付けられる。
【００３９】
　制御部３１０は、受付部３１１と、取得部３１２と、認証部３１３と、送受信部３１４
とを備える。
【００４０】
　受付部３１１は、送受信部３１４を介して受信した室内管理装置１００などの外部装置
からの指示や情報の入力を受け付ける。例えば、受付部３１１は、室内管理装置１００か
ら自宅内家電端末４００など家電端末の操作ログの送信要求を受信した場合、操作ログの
送信要求を受け付ける。
【００４１】
　また、受付部３１１は、自宅内家電端末４００から、ホテル内設定データの送信要求を
受け付ける。ここで、ホテル内設定データの送信要求とは、ホテル内家電端末２００の操
作ログ、または操作ログに基づいて家電メーカーサーバ３００または室内管理装置１００
において最適化された最適値を自宅内家電端末４００に送信する要求である。また、ホテ
ル内設定データの送信要求には、宿泊予約情報に含まれる氏名と、ユーザ認証コードが含
まれる。ホテル内設定データの送信要求においてユーザ認証コードを含むことにより、ホ
テルに宿泊した宿泊客に対してホテル内設定データの取得を許可することができる。
【００４２】
　取得部３１２は、自宅内家電端末４００などの外部装置から各種データを取得する。例
えば、取得部３１２は、自宅内家電端末４００から家電ユーザにより自宅内家電端末４０
０がオンにされた日時およびオフにされた日時、設定値の変更などを設定データとして取
得する。また、取得部３１２は、外部サーバ（図示せず）などから気象情報を取得し、設
定データに気象情報を対応付けて記憶部３４０に保存してもよい。
【００４３】
　認証部３１３は、家電端末の操作ログへのアクセスを許可するための認証情報を認証す
る。例えば、認証部３１３は、図３の宿泊予約情報に含まれる家電端末情報が示す認証コ
ードを認証情報として、室内管理装置１００から操作ログの送信要求を受信した場合に、
室内管理装置１００から送信された認証コードがあらかじめ家電ユーザにより設定された
認証コードと合致するか照合する。認証部３１３は、認証コードが照合した場合に、室内
管理装置１００から送信された操作ログの送信要求を認証し、送受信部３１４を介して、
操作ログを室内管理装置１００に送信する。また、認証部３１３は、自宅内家電端末４０
０から送信されたユーザ認証情報を認証する。ここで、ユーザ認証情報とは、自宅内家電
端末４００に対する設定を行う権限を有するユーザであるか否かを認証するための情報で
あり、ユーザ認証情報が認証部３１３により認証された場合に、自宅内家電端末４００に
おける設定データの入力が可能となる。
【００４４】
　送受信部３１４は、通信制御部３２０を介して室内管理装置１００や自宅内家電端末４
００などの外部装置と各種データを送受信する。例えば、送受信部３１４は、室内管理装
置１００からのに操作ログの送信要求に対して操作ログを送信したり、自宅内家電端末４
００から設定データを受信したりする。
【００４５】
　通信制御部３２０は、通信回線や電話回線等に接続されるアンテナやルータ等の通信装
置（図示せず）に接続されるインターフェースである。すなわち、通信制御部３２０は、
室内管理装置１００等のような外部装置と通信回線を介してデータを通信する機能を有し
ている。
【００４６】
　次に、自宅内家電端末４００の機能構成について説明する。図７は、本実施形態におけ
る自宅内家電端末４００の機能構成の一例を示すブロック図である。図７に示すように、
自宅内家電端末４００は、制御部４１０、記憶部４２０、入力部４３０、表示部４４０、
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通信制御部４５０を備える。なお、ホテル内家電端末２００は、自宅内家電端末４００と
同一の構成としてもよく、この場合、各部の機能構成も同一となるためホテル内家電端末
２００の機能構成についての説明を省略する。
【００４７】
　入力部４３０は、例えば、液晶画面などから構成されるモニタや、タッチパネル等の機
器により実現され、各種の情報の入力を受け付ける。表示部４４０は、入力部４３０と同
様に、液晶画面などから構成されるモニタや、タッチパネル等の機器により実現され、各
種の情報を表示する。記憶部４２０は、入力部４３０から入力された自宅内家電端末４０
０の設定データを記憶する。
【００４８】
　制御部４１０は、受付部４１１、取得部４１２、入出力制御部４１３、送受信部４１４
を備える。
【００４９】
　受付部４１１は、入力部４３０から入力された情報や、送受信部４１４を介して外部装
置から受信した情報の入力を受け付ける。例えば、受付部４１１は、入力部４３０から入
力された設定データや、家電メーカーサーバ３００から受信した自宅内家電端末４００に
インストールされている制御プログラムの更新情報などを受け付ける。また、受付部４１
１は、入力部４３０から入力されたユーザ認証情報を受け付ける。ここで、ユーザ認証情
報とは、自宅内家電端末４００に対する設定を行う権限を有するユーザであるか否かを認
証するための情報であり、あらかじめ家電メーカーサーバ３００に登録された情報である
。受付部４１１は、認証情報を受け付けた場合に、送受信部４１４を介して、家電メーカ
ーサーバ３００に認証情報を送信し、家電メーカーサーバ３００により認証された場合に
、設定データの入力を受け付ける。
【００５０】
　取得部４１２は、家電メーカーサーバ３００などの外部装置（図示せず）から各種デー
タを取得する。例えば、外部装置から外気温の情報を取得する。
【００５１】
　入出力制御部４１３は、入力部４３０や、表示部４４０への制御を行う。具体的には、
入出力制御部４１３は、入力部４３０から情報入力された場合、または表示部４４０に情
報出力する際に、入力部４３０および表示部４４０と、制御部１１０との間で入出力可能
なデータに変換し入出力する。
【００５２】
　通信制御部４５０は、通信回線や電話回線等に接続されるアンテナやルータ等の通信装
置（図示せず）に接続されるインターフェースである。すなわち、通信制御部４５０は、
家電メーカーサーバ３００等のような外部装置と通信回線を介してデータを通信する機能
を有している。
【００５３】
　次に、自宅内家電端末４００と家電メーカーサーバ３００による自宅内家電端末４００
の操作ログの保存処理について説明する。図８は、本実施形態における自宅内家電端末４
００と家電メーカーサーバ３００による自宅内家電端末４００の操作ログの保存処理の流
れを示すシーケンス図である。
【００５４】
　自宅内家電端末４００は、ユーザ認証情報の入力を受け付ける（ステップＳ１）。自宅
内家電端末４００は、家電メーカーサーバ３００にステップＳ１において受け付けたユー
ザ認証情報を送信する（ステップＳ２）。家電メーカーサーバ３００は、ステップＳ２に
おいて受信したユーザ認証情報を、登録されている認証情報と照合し、一致する場合にユ
ーザ認証する（ステップＳ３）。家電メーカーサーバ３００は、ステップＳ３においてユ
ーザ認証した場合に、ユーザ認証した旨を自宅内家電端末４００に通知する（ステップＳ
４）。なお、ステップＳ３において家電メーカーサーバ３００がユーザ認証しなかった場
合は、自宅内家電端末４００に対してエラーが通知されることとなる。
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【００５５】
　自宅内家電端末４００は、設定データの入力を受け付ける（ステップＳ５）。例えば、
自宅内家電端末４００がエアコンである場合には、設定温度の入力を受け付け、照明であ
る場合には、照度調整の入力を受け付ける。自宅内家電端末４００は、ステップＳ５にお
いて入力を受け付けた設定データを家電メーカーサーバ３００に送信する（ステップＳ６
）。家電メーカーサーバ３００は、ステップＳ６において受信した設定データを操作ログ
として記憶部３４０に保存する（ステップＳ７）。
【００５６】
　次に、室内管理装置１００と、家電メーカーサーバ３００と、ホテル内家電端末２００
とによるホテル内家電端末の最適値による起動処理について説明する。図９は、本実施形
態における室内管理装置１００と、家電メーカーサーバ３００と、ホテル内家電端末２０
０とによるホテル内家電端末の最適値による起動処理の流れを示すシーケンス図である。
【００５７】
　室内管理装置１００は、宿泊客の端末から宿泊予約情報を受信する（ステップＳ１１）
。室内管理装置１００は、ステップＳ１１において受信した宿泊予約情報に含まれる認証
コードを含む操作ログの送信要求を家電メーカーサーバ３００に送信する（ステップＳ１
２）。家電メーカーサーバ３００は、ステップＳ１２において受信した操作ログの送信要
求に含まれる認証コードを認証する（ステップＳ１３）。家電メーカーサーバ３００は、
ステップＳ１３において認証コードを認証した場合に、操作ログの送信要求に含まれる家
電ユーザＩＤに対応する室内管理装置１００に操作ログを送信する（ステップＳ１４）。
室内管理装置１００は、ステップＳ１４において受信した操作ログから、最適値を算出す
る（ステップＳ１５）。具体的には、室内管理装置１００は、宿泊日における温度または
湿度を含む気象情報、または宿泊客のチェックイン予定時刻の少なくともいずれか１つの
条件を用いて条件ごとに最適化させた最適値を算出する。室内管理装置１００は、ステッ
プＳ１５において算出した最適値をホテル内家電端末２００に送信する（ステップＳ１６
）。ホテル内家電端末２００は、ステップＳ１６において受信した最適値による設定デー
タでホテル内家電端末２００を起動する（ステップＳ１７）。
【００５８】
　次に、ホテル内家電端末２００の設定データを宿泊客の自宅内家電端末４００に設定す
る処理について説明する。なお、この場合、ホテル内家電端末２００の機能構成は、図７
において説明した自宅内家電端末４００の機能構成と同様である。
【００５９】
　図１０は、本実施形態におけるホテル内家電端末２００と家電メーカーサーバ３００に
よるホテル内家電端末２００の操作ログの保存処理の流れを示すシーケンス図である。な
お、図１０におけるホテル内家電端末２００の処理は、図８における自宅内家電端末４０
０の処理と同様であり、家電メーカーサーバ３００についても、自宅内家電端末４００に
対する処理がホテル内家電端末２００に対する処理に代わるだけであるため、説明を省略
する。
【００６０】
　次に、自宅内家電端末４００と、家電メーカーサーバ３００によるホテル内設定データ
を用いた自宅内家電端末４００の起動処理について説明する。図１１は、自宅内家電端末
４００と、家電メーカーサーバ３００によるホテル内設定データを用いた自宅内家電端末
４００の起動処理の流れを示すシーケンス図である。
【００６１】
　自宅内家電端末４００は、家電メーカーサーバ３００にホテル内設定データの送信要求
を送信する（ステップＳ４１）。家電メーカーサーバ３００は、ステップＳ４１において
受信したホテル内設定データの送信要求に含まれるユーザ認証コードを用いて、ユーザ認
証する（ステップＳ４２）。家電メーカーサーバ３００は、ステップＳ４２においてユー
ザ認証した場合に、ホテル内設定データを自宅内家電端末４００に送信する（ステップＳ
４３）。自宅内家電端末４００は、ステップＳ４３において受信したホテル内設定データ
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を記憶部４２０に保存する（ステップＳ４４）。自宅内家電端末４００は、ステップＳ４
４において保存したホテル内設定データを用いて起動する（ステップＳ４５）。
【００６２】
　図１２は、本実施形態における室内管理装置１００を実現可能なコンピュータ２０の一
例を示すハードウェア構成図である。図１２に示すように、コンピュータ２０は、ＣＰＵ
（Central　Processing　Unit）２１、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）２２、ＲＯＭ
（Read　Only　Memory）２３、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）２４、通信インターフェー
ス（Ｉ／Ｆ）２５、入出力インターフェース（Ｉ／Ｆ）２６、およびメディアインターフ
ェース（Ｉ／Ｆ）２７を備える。
【００６３】
　ＣＰＵ２１は、ＲＯＭ２３またはＨＤＤ２４に格納されたプログラムにより動作し、各
部の制御を行う。ＲＯＭ２３は、コンピュータ２０の起動時にＣＰＵ２１によって実行さ
れるブートプログラムや、コンピュータ２０のハードウェアに依存するプログラム等を格
納する。
【００６４】
　ＨＤＤ２４は、ＣＰＵ２１によって実行されるプログラムおよび当該プログラムによっ
て使用されるデータ等を格納する。通信インターフェース２５は、通信回線を介して外部
機器から受信したデータをＣＰＵ２１に送り、ＣＰＵ２１が生成したデータを、通信回線
を介して外部機器に送信する。
【００６５】
　ＣＰＵ２１は、入出力インターフェース２６を介して、ディスプレイやプリンタ等の出
力装置、および、キーボードやマウス等の入力装置を制御する。ＣＰＵ２１は、入出力イ
ンターフェース２６を介して、入力装置からデータを取得する。また、ＣＰＵ２１は、生
成したデータを、入出力インターフェース２６を介して出力装置へ出力する。
【００６６】
　メディアインターフェース２７は、記憶媒体２８に格納されたプログラムまたはデータ
を読み取り、ＲＡＭ２２を介してＣＰＵ２１に提供する。ＣＰＵ２１は、当該プログラム
を、メディアインターフェース２７を介して記憶媒体２８からＲＡＭ２２上にロードし、
ロードしたプログラムを実行する。記憶媒体２８は、例えばＤＶＤ（Digital　Versatile
　Disc）等の光学記憶媒体、磁気記憶媒体、または半導体メモリ等である。
【００６７】
　コンピュータ２０が本実施形態における室内管理装置１００として機能する場合、コン
ピュータ２０のＣＰＵ２１は、ＲＡＭ２２上にロードされたプログラムを実行することに
より、受付部１１１、取得部１１２、算出部１１３、端末制御部１１４、入出力制御部１
１７、送受信部１１８の各機能を実現する。また、ＨＤＤ２４には、予約情報データベー
ス１４１、端末情報データベース１４２内のデータが格納される。
【００６８】
　室内管理プログラムは、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ
－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、メモリカード、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disk）、フレキシブ
ルディスク（ＦＤ）等のコンピュータで読み取り可能な記憶媒体に記憶されて提供される
。コンピュータ２０のＣＰＵ２１は、これらのプログラムを、メディアインターフェース
２７を介して上記の記憶媒体から読み取って実行するが、他の例として、外部装置から、
通信回線を介してこれらのプログラムを取得してもよい。
【００６９】
　なお、管理プログラムは、例えば、ActionScript、JavaScript（登録商標）、Python、
Rubyなどのスクリプト言語、C言語、C＋＋、C＃、Objective-C、Swift、Java（登録商標
）などのコンパイラ言語などを用いて実装できる。
【００７０】
　このように、本実施形態における室内管理システム１によれば、自宅内家電端末４００
の設定データを、家電メーカーサーバ３００を介して取得し、ホテル内家電端末２００に
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反映するので、宿泊客のチェックイン前に、宿泊施設において個々の宿泊客にとって快適
な設定値に設定された室内環境を提供することができる。
【００７１】
　また、本実施形態における室内管理システム１によれば、ホテル内家電端末２００が自
宅内家電端末４００と同様に家電メーカーサーバ３００との通信機能を有する場合、ホテ
ル内設定データを自宅内家電端末４００に反映することができるので、自宅内でホテルの
室内環境を実現することができる。
【符号の説明】
【００７２】
　１　室内管理システム
　１００　室内管理装置
　１１０　制御部
　１１１　受付部
　１１２　取得部
　１１３　算出部
　１１４　端末制御部
　１１５　設定部
　１１６　実行部
　１１７　入出力制御部
　１１８　送受信部
　１２０　通信制御部
　１３０　入出力部
　１４０　記憶部
　１４１　予約情報データベース
　１４２　端末情報データベース
　２００　ホテル内家電端末
　３００　家電メーカーサーバ
　４００　自宅内家電端末
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